
１
金

2
土

３
日

4
月
第
１
回
低
学
年
ア
ル
ペ
ン
ス
キ
ー
教
室　
戸
狩
温
泉
ス
キ
ー
場

5
火

6
水
火
葬
場
休
み

7
木

8
金

9
土

10
日

11
月

12
火
火
葬
場
休
み

13
水

14
木
社
会
保
険
相
談　
10
時
～
12
時
、
13
時
～
15
時　
商
工
会
議
所

15
金

16
土
恋
す
る
い
い
や
ま
「
豪
雪
に
恋
す
る
い
い
や
ま 

ど
冬
」（
17
日
ま
で
）

行
政
書
士
会
北
信
支
部
無
料
法
務
相
談
会　
13
時
～
16
時　
中
野
市
民
会
館

2223  市報いいやま/09.12

17
日
第
２
回
低
学
年
ア
ル
ペ
ン
ス
キ
ー
教
室　
戸
狩
温
泉
ス
キ
ー
場

第
２
回
小
学
生
ス
ノ
ー
ボ
ー
ド
教
室　
斑
尾
高
原
ス
キ
ー
場

火
葬
場
休
み

18
月

19
火

20
水
総
合
相
談　
９
時
～
15
時  

飯
山
市
福
祉
セ
ン
タ
ー

21
木
交
通
事
故
無
料
巡
回
相
談　
10
時
～
15
時　
北
信
地
方
事
務
所

22
金
健
康
相
談
日　
９
時
30
分
～
11
時　
保
健
セ
ン
タ
ー

23
土
司
法
書
士
無
料
法
律
相
談
会　
13
時
～
15
時　
飯
山
市
福
祉
セ
ン
タ
ー

火
葬
場
休
み

（
明
治
45
年
飯
山
に
ス
キ
ー
が
伝
わ
っ
た
日
）

24
日
第
３
回
低
学
年
ア
ル
ペ
ン
ス
キ
ー
教
室　
戸
狩
温
泉
ス
キ
ー
場

２
０
１
０
飯
山
市
ミ
ニ
ジ
ャ
ン
プ
大
会　
長
峰
ス
ポ
ー
ツ
公
園

25
月

26
火

27
水

28
木
献
血
（
全
血
献
血
）　
９
時
～
11
時　
飯
山
市
保
健
セ
ン
タ
ー

社
会
保
険
相
談　
10
時
～
12
時
、
13
時
～
15
時　
商
工
会
議
所

く
ら
し
の
セ
ミ
ナ
ー　
女
性
の
た
め
の
護
身
術
（
25
ペ
ー
ジ
参
照
）

29
金
火
葬
場
休
み

30
土
な
べ
く
ら
高
原
ス
ノ
ー
シ
ュ
ー
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
２
０
１
０　
森
の
家（
31
日
ま
で
）

31
日
市
税
等
日
曜
納
税
窓
口　
８
時
30
分
～
17
時　
市
役
所
税
務
課
窓
口

2/1
月

月 １
◇
心
配
ご
と
相
談　
毎
週
水
曜
日　
午
前
9
時
か
ら
12
時　
飯
山
市
福
祉
セ
ン
タ
ー

◇
人
権
福
祉
総
合
相
談　
月
曜
日
～
金
曜
日 

午
前
8
時
30
分
～
午
後
5
時 

い
い
や
ま
人
権
福
祉
セ
ン
タ
ー

◇
家
庭
児
童
相
談
・
教
育
相
談　
月
～
金
曜
日
（
祝
日
除
く
） 

教
育
委
員
会
事
務
局 

家
庭
児
童
・
教
育
相
談
室
（
市
役
所
１
階
）

◇
女
性
相
談 

月
～
金
曜
日（
祝
日
除
く
） 

人
権
政
策
課
男
女
共
同
参
画
係（
相
談
専
用
電
話
番
号 

０
８
０（
１
０
８
０
）９
９
２
４)

１月の税金など（納期限は翌年２月１日）
・市・県民税・・・・・・・・・・・・・・・４期
・国民健康保険税・・・・・・・・・・・・・・７期
・介護保険料・・・・・・・・・・・・・・・10 期
・後期高齢者医療保険料・・・・・・・・・・７期
・上水区域上下水道使用料・・・・・11・12 月分
・保育料・・・・・・・・・・・・・・・・１月分
・CATV・インターネット使用料・・・・１月分

口座振替日　１月26日

土曜日の証明窓口
【発行日】毎週土曜日
（ただし祝日、12 月29日～
　　　　　　翌1月3日までを除く）

【受付時間】午前 8 時 30 分～12 時
【発行できる証明の種類】
・住民票の写し　　・戸籍の謄・抄本
・印鑑登録証明書　・年金現況証明
【窓口】市役所 1階  市民環境課窓口

総 合 相 談
婦人相談や、人権・家庭・相談、行政相談、
経営法律相談など無料でご相談いただけます。

【相談日】１月2０日（水）
【時　間】午前 9 時～午後 3 時
（弁護士による無料法律相談、経営法律相
談もあります）

【会　場】飯山市福祉センター
お問い合わせは
社会福祉協議会　☎ 62－2840まで

お知らせ

飯山市役所
 62-3111

情報カレンダー
◇
斑
尾
高
原
絵
本
美
術
館　
午
前
９
時
30
分
～
午
後
６
時
（
入
館
受
付
は
午
後
５
時
30
分
ま
で
）　
☎
�
２
８
０
７

　
企
画
展
「
所
蔵
品
展
」
平
成
22
年
３
月
31
日
ま
で　
火
曜
日
休
館

◇
人
権
常
設
相
談
所　
毎
週
月
・
水
曜
日 

午
前
９
時
～
12
時
（
祝
日
除
く
） 

法
務
局
飯
山
支
局　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

☎
�
２
３
０
２

　

営
業
、
農
業
等
の
事
業
主
の
方

で
、
事
業
用
の
償
却
資
産
（
家
屋
・

車
両
以
外
の
機
械
、
設
備
、
事
務

機
器
等
）
を
お
持
ち
の
方
は
、
原

則
と
し
て
毎
年
１
月
１
日
の
所
有
状

況
を
申
告
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

申
告
期
限
は
平
成
22
年
２
月
１
日

で
す
。
詳
し
く
は
、
市
役
所
税
務
課

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

償
却
資
産
の
申
告
を

お
願
い
し
ま
す

市
役
所
税
務
課　
資
産
税
係

☎
�
３
１
１
１　
内
線
１
６
４

利
点
が
あ
り
ま
す
。

　
裁
判
所
の
窓
口
に
は
、
貸
金
請
求

等
い
く
つ
か
の
種
類
の
定
型
の
調
停

申
立
書
が
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
ほ

か
、裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト（http://

w
w

w
.courts.go.jp/

）
か
ら
も
一

部
の
定
型
申
立
書
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、長
野
地
方
裁
判
所（
長

野
市
）
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

　

長
野
地
方
法
務
局
飯
山
支
局
で

取
り
扱
っ
て
い
る
商
業
・
法
人
登
記

事
務
に
つ
い
て
は
、
平
成
22
年
１
月

12
日
㈫
か
ら
長
野
地
方
法
務
局
法

人
登
記
部
門
で
取
り
扱
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　
な
お
、
会
社
・
法
人
の
登
記
事
項

証
明
書
、
印
鑑
証
明
書
（
印
鑑
カ
ー

ド
が
必
要
に
な
り
ま
す
。）
の
交
付

事
務
（
動
産
・
債
権
譲
渡
登
記
に
係

る
概
要
記
録
事
項
証
明
書
の
交
付

事
務
を
含
む
。）
に
つ
い
て
は
、
引

き
続
き
飯
山
支
局
で
も
取
り
扱
い
ま

会
社
・
法
人
登
記
事
務
の

取
扱
庁
が
変
更
に
な
り
ま
す

長
野
地
方
法
務
局　
法
人
登
記
部
門

☎
０
２
６
（
２
３
５
）
６
６
５
１

　
放
送
大
学
で
は
、
平
成
22
年
度
第

１
学
期
（
４
月
入
学
）
の
学
生
を
募

集
し
て
い
ま
す
。

　
放
送
大
学
は
、
テ
レ
ビ
な
ど
の
放
送

を
利
用
し
て
授
業
を
行
う
通
信
制
の
大

学
で
す
。

　

働
き
な
が
ら
学
ん
で
大
学
卒
業
の

キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
、
退
職
後
の
生
き
が

い
作
り
な
ど
、
様
々
な
目
的
で
幅
広
い

世
代
、
職
業
の
方
が
学
ぶ
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　
詳
し
い
資
料
を
無
料
で
送
付
し
ま
す

の
で
、
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

▽
出
願
期
間　
平
成
21
年
11
月
15
日

か
ら
平
成
22
年
２
月
28
日

▽
資
料
の
請
求
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
放
送
大
学
長
野
学
習
セ
ン
タ
ー
（
月

曜
日
・
祝
日
休
み
）
へ
電
話
ま
た
は

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://www.u-air.

ac.jp/

）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

放
送
大
学
４
月
入
学
生
募
集

放
送
大
学
長
野
学
習
セン
タ
ー

☎
０
２
６
６
�
２
３
３
２

　
「
国
の
教
育
ロ
ー
ン
」
は
、
高
校
、

短
大
、
大
学
、
専
修
学
校
、
各
種
学

校
や
外
国
の
高
校
、大
学
等
に
入
学・

在
学
す
る
お
子
さ
ま
を
お
持
ち
の
ご

家
庭
を
対
象
と
し
た
公
的
な
融
資
制

度
で
す
。

▽
融
資
額　
学
生
・
生
徒
お
一
人
に

つ
き
、
３
０
０
万
円
以
内

▽
利
率　
年
2.5
パ
ー
セ
ン
ト
（
固
定

金
利
、
平
成
21
年
10
月
21
日
現
在
）

▽
返
済
期
間　
15
年
以
内
（
交
通

遺
児
家
庭
ま
た
は
母
子
家
庭
の
方
に

つ
い
て
は
18
年
以
内
）

▽
使
い
み
ち　
入
学
金
、
授
業
料
、

教
科
書
代
な
ど

　
ご
利
用
い
た
だ
け
る
方
な
ど
、
お

申
し
込
み
に
関
す
る
ご
相
談
は
、「
国

の
教
育
ロ
ー
ン
」
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

（
☎
（
０
５
７
０
）
０
０
８
６
５
６
ま

た
は
０
３
（
５
３
２
１
）
８
６
５
６
）

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

国
の
教
育
ロ
ー
ン
の
ご
案
内

日
本
政
策
金
融
公
庫　
長
野
支
店

☎
（
０
５
７
０
）
０
０
８
６
５
６

　
民
事
調
停
手
続
き
は
、
調
停
委

員
会
が
当
事
者
双
方
の
言
い
分
を

聴
き
、
歩
み
寄
り
を
促
し
、
当
事

者
の
合
意
に
よ
っ
て
紛
争
の
解
決
を

図
る
手
続
き
で
す
。
法
律
的
な
評

価
を
も
と
に
し
な
が
ら
も
法
律
に
と

ら
わ
れ
ず
、
紛
争
の
実
情
に
応
じ
た

柔
軟
な
解
決
を
図
る
こ
と
が
で
き
る

点
が
特
徴
で
す
。

　
民
事
調
停
手
続
き
は
、
訴
訟
ほ

ど
に
は
手
続
き
が
厳
格
で
は
な
い
た

め
、
誰
で
も
簡
単
に
利
用
で
き
る
う

え
、
当
事
者
は
調
停
委
員
会
の
進

行
に
従
っ
て
比
較
的
自
由
な
形
で
言

い
分
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
等
の

話
し
合
い
で
ト
ラ
ブ
ル
解
決

利
用
し
や
す
い
民
事
調
停

長
野
地
方
裁
判
所
事
務
局
総
務
課　
庶
務
係

☎
０
２
６
（
４
０
３
）
２
０
０
８

　
㈶
日
本
遺
族
会
で
は
、「
戦
没
者
遺

児
に
よ
る
慰
霊
友
好
親
善
事
業
」
の
参

加
者
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

同
事
業
は
、
厚
生
労
働
省
か
ら

委
託・補
助
を
受
け
実
施
し
て
お
り
、

先
の
大
戦
で
父
等
を
亡
く
し
た
戦

没
者
の
遺
児
を
対
象
と
し
て
、
父
等

の
戦
没
し
た
旧
戦
域
を
訪
れ
、
慰
霊

追
悼
を
行
う
と
と
も
に
、
同
地
域
の

住
民
と
友
好
親
善
を
図
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
ま
す
。

　

費
用
は
、
賛
助
金
と
し
て
一
律

10
万
円
。
参
加
希
望
者
の
多
い
次

の
地
域
を
追
加
事
業
と
し
て
実
施

予
定
で
す
。

・
実
施
地
域
（
カ
ッ
コ
内
は
締
切
日
）

フ
ィ
リ
ピ
ン
（
12
月
25
日
）

ミ
ャ
ン
マ
ー（
平
成
22
年
１
月
25
日
）

中
国
（
平
成
22
年
１
月
30
日
）

　
日
程
等
の
詳
細
は
㈶
日
本
遺
族

会
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
申
し
込
み
は
長
野
県
遺
族

会
☎
０
２
６
（
２
２
８
）
０
３
３
４

ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

戦
没
者
遺
児
に
よ
る

慰
霊
友
好
親
善
事
業
の
実
施

㈶
日
本
遺
族
会

☎
０
３
（
３
２
６
１
）
５
５
２
１

交通事故に関することでお困りの方は、
県の交通事故相談所へ（相談無料、秘密厳守）
　専門の相談員が相談に応じます。
　相談内容により、相談員を通して弁護士の
アドバイスも受けられます。
◆相談日　月曜日～金曜日（祝日を除く。）
◆時　間　８時３０分～１７時
◆場　所
長野本所 026 ー 235－7175（直通）

県長野保健福祉事務所内
松本支所 0263－ 47－7800（代表）

県松本合同庁舎内
飯田支所 0265－23－1111（代表）

県飯田合同庁舎内
上田支所 0268 －23－1260（代表）

県上田合同庁舎内
　上記地域以外の地方事務所において巡回相
談も行っています。
　詳しくは、各相談所及び最寄りの地方事務
所県民生活係へお問い合わせください。

す
。

　
ま
た
、
不
動
産
登
記
事
務
に
つ
い

て
は
、
取
扱
い
の
変
更
は
あ
り
ま
せ

ん
。

※
取
扱
庁
変
更
後
の
会
社
・
法
人

登
記
に
係
る
ご
相
談
は
、
す
べ
て
長

野
地
方
法
務
局
法
人
登
記
部
門
で

お
受
け
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
長
野
地
方
法
務
局

（
長
野
市
）
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

今年も開催します！
七福の鐘つき二年参り

いろいろな思いを込めて鐘をつこう！
◇日時　１２月３１日（大晦日）　午後１１時４０分から
◇場所　ＪＲ飯山駅
・来場者にはおいしい「福みかん」をプレゼント！
・願いを込め、短冊に書こう！（七福の鐘 祈願処を設置。
願いの書かれた短冊は飯笠山神社に奉納します。）
・お問い合わせ　ＪＲ飯山駅　６２－２１３９


